
平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 西和賀町 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 西和賀町社会福祉協議会 

委託内容： 研修の開催（カリキュラムの作成・講師依頼先選定等） 

事 業 内 容  

①研修の名称 

「西和賀町町民後見人養成講座」 

 

②受講対象者 

西和賀町民、県内社会福祉及び施設関係者（岩手県内で初めての養成研

修であるため、近隣市町村の福祉関係者や施設関係者、特にも障害者の親

の会などへも参加の呼びかけを行う） 

 

③カリキュラム 

厚生労働省で示している「市民後見人養成のための基本カリキュラム」

に準拠して実施する計画としている。 別紙日程表のとおり 

 

  講義は、東京大学政策ビジョン研究センターに講師派遣を含め委託する

ほか、弁護士、県社協職員、家庭裁判所職員等に講師依頼。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

・平成25年10月21日 岩手県高齢者総合支援センター主催の研修会参加 

（地域での権利擁護～市民後見推進を考える） 

・平成25年10月29日 西和賀町社会福祉協議会の先進地視察研修（秋田

県湯沢市）に同行 

・平成25年12月５日～ 町民後見人養成講座開催の周知・募集受付 

・平成26年１月～３月 町民後見人養成講座 

①講義： １月12日・１月13日・２月16日・２月17日・３月９日 

５回開催（１コマ80分、計25時間） 

②地域実習： ２月17日から３月８日までの間に、高齢者宅訪問（聞き

取りにより「生き方・暮らし方ノート」作成）、家庭裁判所訪問（裁判所見

学及び裁判傍聴、レポート作成)、地域内の援護を要する世帯への支援活動

(除雪等支援活動、レポート作成)を実施。 

 

 

備      考 

 

 

養成講座受講者： 32名 うち修了者 32名 

別添 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 西和賀町 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 西和賀町社会福祉協議会 

委託内容： 支援体制検討委員会設置・運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「西和賀町市民後見推進事業支援体制検討委員会」の設置 

 （内容） 

  市民後見制度の活用を促進するため、西和賀町における権利擁護のあり

方や、市民後見人の総合的な支援体制等について検討する。 

 

 （構成メンバー） 

  民生児童委員、養成講座受講者、司法書士、社会福祉士、町職員、町社

協職員、社会福祉施設職員など 

 

 （協議事項） 

  ・委員選任、委員長選出 

  ・今後の検討事項について 

  ・現状把握及びニーズ調査について 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

・ 平成26年３月24日 第１回 検討委員会開催 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 西和賀町 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 西和賀町社会福祉協議会 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「西和賀町市民後見推進事業支援体制検討委員会」の設置 

 （内容） 

  市民後見人の総合的な支援体制等について検討する。 

 

 （構成メンバー） 

  （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築と同

じ 

 

 （協議事項） 

  ・現状把握及びニーズ調査について 

  ・ケース検討について 

  ・養成講座受講者のフォローアップについて 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

（２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築と同じ 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 西和賀町 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：西和賀町社会福祉協議会 

委託内容：先進地視察研修の開催及び後見制度の普及啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研修会参加 

 市民後見に関する研修会に参加し、市民後見制度の必要性を研修するとと

もに、関係職種との意見交換を行い、地域での権利擁護推進を再考する。 

 

・先進地視察 

 市民後見推進事業実施市町村を視察し、市民後見人養成、その後の支援体

制についてのノウハウを学び、事業推進に役立てる。 

 

・ＰＲリーフレットの作成 

 町民にもっと身近に成年後見制度を理解してもらうため、一般町民向けの

リーフレットを作成する。 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

・平成25年10月21日 岩手県高齢者総合支援センター主催の研修会参加 

          （地域での権利擁護～市民後見推進を考える） 

・平成25年10月29日 西和賀町社会福祉協議会の先進地視察研修（秋田

県湯沢市）に同行 

・平成26年３月 PRリーフレットの作成 

 

 

備      考 

 

 

 

別添 


